
別表（第２条関係）

令和６年６月１日現在

【対象動物】
Ｎｏ． 対象動物 寄附額 場所 Ｎｏ． 対象動物 寄附額 場所

1 アフリカゾウ ２０万円 大型動物舎 19 ミーアキャット ５万円 ミーアキャット舎

2 キリン ２０万円 大型動物舎 20 ツキノワグマ ５万円 クマ舎

3 ライオン １０万円 王者の森 21 ラマ ５万円 ラマ舎

4 アムールトラ １０万円 王者の森 22 トナカイ ５万円 トナカイ舎

5 ユキヒョウ １０万円 王者の森 23 マーコール ５万円 マーコール舎

6 ホッキョクオオカミ １０万円 王者の森 24 アカカンガルー（オス） ５万円 カンガルーの丘

7 コツメカワウソ １０万円 カワウソ舎 25 アカカンガルー（メス） ５万円 カンガルー広場

8 チンパンジー １０万円 チンパンジーの森 26 キョン ５万円 キョン舎

9 レッサーパンダ １０万円 レッサーパンダ舎 27 ニホンリス ５万円 リス舎

10 フタコブラクダ １０万円 ラクダ舎 28 ホンドフクロウ ５万円 猛禽舎

11 カピバラ １０万円 カピバラ舎 29 アメリカビーバー ５万円 ビーバー舎

12 カナダヤマアラシ １０万円 ヤマアラシ舎 30 タンチョウ ５万円 ツル舎

13 アフリカタテガミヤマアラシ １０万円 ウェルカム動物舎 31 マナヅル ５万円 ツル舎

14 カリフォルニアアシカ １０万円 アシカ舎 32 ニホンコウノトリ ５万円 コウノトリ舎

15 ニホンイヌワシ １０万円 猛禽舎 33 シュバシコウ ５万円 シュバシコウ舎

16 シマフクロウ １０万円 猛禽舎 34 エミュー ５万円 エミュー舎

17 フラミンゴ １０万円 フラミンゴ舎 35 インドクジャク ５万円 クジャク舎

18 フンボルトペンギン １０万円 ペンギン舎 36 ケヅメリクガメ ５万円 カメ舎

【対象施設】

Ｎｏ． 対象施設 寄附額

37 さるっこの森 １０万円

38 天空の楽猿 １０万円

39 サル山 １０万円

40 ふれあいコーナー １０万円

41 森のびょういん １０万円

42 ヒツジ・ヤギ舎 ５万円

43 馬舎 ５万円

44 インコ舎 ５万円

45 小動物舎 ５万円

46 キジ舎 ５万円

※サポーターの認定期間は、認定日から1年間です。

ウサギ、モルモット

「動物サポーター」対象動物および施設一覧

飼育動物・施設用途

ノドジロオマキザル、ボリビアリスザル、コモンマーモセット

フクロテナガザル、ブラッザグエノン、アビシニアコロブス、ワオキツネザルなど

ニホンザル

※納付された寄附金は返還できませんが、対象動物の転出および死亡等の場合は、動物園と協議のうえ他
の動物や施設の動物サポーターに変更できます。

※既に他のサポーターが登録している動物・施設もお選びいただけますが、プレート掲示場所の空き状況等
は大森山動物園担当者にご確認ください。

動物診療施設

ヤギ、ヒツジ、ミニブタ

ポニー、ミニチュアホース

ルリコンゴウインコ、ベニコンゴウインコ、アカコンゴウインコ、キバタン、オオバタン

ホンドテン、ホンドタヌキ、ハクビシン、ニホンアナグマ

スバールバルライチョウ、イワシャコ、ニジキジ


